
第78期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

１. 会社の体制及び方針

２. 連結株主資本等変動計算書

３. 連結注記表

４. 株主資本等変動計算書

５. 個別注記表
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

上記書類は、法令及び当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載す
ることにより、株主の皆様にご提供しております。
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１．会社の体制及び方針

（１）業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会におい

て決議しております。その概要は以下のとおりであります。
①当社及びグループ会社の取締役・従業員の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
イ．当社は、グループ各社とともに、市民生活
との調和を図りつつ、公正かつ適切な経営
を実現するため、法令、定款及び社会規
範・倫理 （以下、「法令等」と総称する。）
並びに「経営理念」及び「八洲グループ行
動規範」の遵守を徹底するとともに、その
浸透を図る。

ロ．当社は、当社及びグループ各社の取締役
（当社の上席執行役員を含む。以下、同じ。）
及び従業員（執行役員を含む。以下、同
じ。）の職務の執行が法令等並びに「経営理
念」及び「八洲グループ行動規範」に適合
することを確保し、その徹底を図るために、
コンプライアンス委員会（委員長：当社代
表取締役社長）の運営と社内教育を行う。

ハ．当社は、「内部通報規程」に基づき、当社及
びグループ各社の従業員が、当社及びグル
ープ各社における法令等の違反を含むコン
プライアンス違反に関する事実を発見した
場合に、当社又はグループ各社のコンプラ
イアンス担当部署及び当社監査等委員会並
びに外部通報窓口に通報する内部通報制度
を設け、コンプライアンス違反行為の早期
発見と是正を行うとともに、通報者の保護
に特段の配慮をする。

ニ．当社内部監査部署は、当社及びグループ各社
の職務の執行が法令等に適合しているかに
つき内部監査を行い、改善すべき事項を明
確にした上で、助言や勧告を行うとともに、
監査結果について社長及び監査等委員会に
報告する。社長は、担当する取締役及びグ
ループ会社社長にその改善を指示するとと
もに、当該会社が当社の場合は監査等委員
会、グループ会社の場合は当該グループ会
社の取締役会及び当社監査等委員会に報告
する。

ホ．当社は、グループ各社とともに、金融商品取
引法に対応するため、財務報告に影響を与
える可能性のある勘定科目及び拠点を 選定
し、その業務プロセス等の整備・運用状況
を評価し、財務報告の適正性及び信頼性を
確保する。

ヘ．当社及びグループ各社の取締役は、職務執行
確認書を作成することにより、その職務の
執行が法令及び定款に適合していることを
確認し、これを当社監査等委員会に提出し、
当社グループにおける取締役の職務執行監
督及び当社監査等委員会の監査に供する。
なお、グループ各社の代表取締役は、当該
グループ会社における職務執行の適法性を
担保するために、当社社長宛にコンプライ
アンス宣誓書を提出する。

2022年05月18日 19時44分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



2

②当社取締役の職務の執行にかかる情報の保存及
び管理に関する事項
取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び

管理に関する事項は、「文書管理規程」に従って
行い、取締役及び監査等委員会は、かかる情報
を常時閲覧可能とする。
③当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関
する規程その他の体制
当社は、グループ各社とともに、「リスク管理

規程」に基づき、リスク管理委員会（委員長：
当社代表取締役社長）を中心として、当社及び
グループ各社の経営に影響を及ぼすおそれのあ
る経営リスク・事業リスク等を総合的に認識し、
評価するとともに、リスク管理体制をなお一層
整備する。なお、リスク管理体制の整備には、
経営に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合
にも対応できる体制を含む。
④当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行
が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社及びグループ各社は、取締役会を原則
月１回開催するほか、必要に応じて臨時に
開催し機動的な意思決定を行う。なお、当
社は、取締役会を月１回以上開催する。

ロ．当社及びグループ各社は、取締役会におい
て経営機構、代表取締役及びその他の職務
執行を担当する取締役の職務分掌を定め、
代表取締役及び各職務担当取締役に職務の
執行を行わせる。

ハ．当社及びグループ各社は、業務執行取締役
等で構成される経営会議等を設置し、職務
執行に関する個別経営課題を実務的な観点
から定期的に協議し審議する。なお、当社
は、経営会議を月１回以上開催する。

ニ．当社は、グループ各社とともに、グループ
としての中期経営計画を策定し、これを具
体化するため、毎事業年度ごとにグループ
全体の予算方針及び重点戦略等を定める。

⑤当社グループ会社における業務の適正を確保す
るための体制
当社は、グループ会社の管理について、「関係

会社等管理規程」に基づき適切に推進する。ま
た、当社は、グループ各社への内部監査を実施
し、グループ各社の業務全般にわたる適正性を
確保する。
⑥当社グループ会社の取締役等の職務の執行に係
る事項の当社への報告に関する体制
イ．グループ各社は、「関係会社等管理規程」の
報告事項に定めた決算書、経営計画書、月
次決算書、その他必要と認めた書類につい
て定期的に当社へ報告を行う。

ロ．当社は、グループ各社の社長が出席して財
務状況及び経営計画の進捗を報告し、経営
上の重要事項を議論する会合を定期的に開
催するとともに、グループ各社において重
要な事象が発生した場合には、グループ各
社の社長は、当該事象について当社社長及
び関係取締役に報告を行う。

⑦当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及
び従業員に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する専属
の部署（以下「監査等委員会担当部署」とい
う。）を設置する。また、当社は、監査等委員会
がその職務を補助すべき取締役を必要とすると
きは、当該取締役に申し出ることとし、さらに、
そのほかに補助者を必要とするときは、補助者
となるべき従業員の所属する部署の担当取締役
にその旨を連絡し、当該取締役は速やかに必要
な措置を講じる。
⑧前項の取締役及び従業員の当社取締役（監査等
委員である取締役を除く。）からの独立性に関す
る事項
当社は、監査等委員会担当部署に所属の従業
員及び前項により職務を補助することとなった
従業員の人事異動・人事評価・懲戒処分等につ
いて監査等委員会の事前の同意を必要とする。
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⑨第７項の取締役及び従業員に対する指示の実効
性の確保に関する事項
監査等委員会担当部署に所属の従業員及び第
７項により職務を補助することとなった取締役
及び従業員は、その職務を補助する限りにおい
て監査等委員会又は監査等委員の指揮命令に従
わなければならない。
⑩当社の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）及び従業員並びにグループ会社の取締役、
監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受
けた者が当社監査等委員会に報告をするための
体制
イ．当社は、監査等委員会と協議の上、取締役及

び従業員が監査等委員会に報告すべき事項
を「取締役会規程」で定める。なお、取締
役は、その定められた事項について監査等
委員会に報告するとともに、その他、当社
又はグループ各社の業務又は業績に影響を
与える重要な事項について監査等委員会に
都度報告する。

ロ．当社の取締役及び従業員並びにグループ各社
の取締役、監査役及び従業員は、当社の監
査等委員会からその職務の執行に資する情
報について報告を求められたときは、速や
かに適切な報告を行う。

⑪前項の報告をした者が当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
当社は、当社監査等委員会への報告を行った
前項の者に対し、当該報告をしたことを理由と
して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨
を当社の取締役及び従業員に、並びにグループ
各社の取締役、監査役及び従業員に周知徹底す
る。

⑫当社監査等委員の職務の執行について生ずる費
用等の処理にかかる方針に関する事項
監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職
務の執行に関するものに限る。）について生ずる
費用の前払い又は償還の手続き、その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務につい
ては、当社が監査等委員会の職務の執行に必要
でないと証明をした場合を除き、処理するもの
とする。
⑬その他当社監査等委員会の監査が実効的に行わ
れることを確保するための体制
イ．当社は、監査等委員会に対し、重要な決裁書

類を供覧し、監査等委員会がいつでも経営
情報をはじめとする各種の情報を取得でき
る体制をとる。

ロ．当社は、監査等委員会及び監査等委員が、取
締役又は会計監査人との間で、意見及び情
報の交換を行う場を提供する。

⑭反社会的勢力との関係を遮断するための体制
イ．当社は、「八洲グループ行動規範」に基づき、

グループ各社とともに、反社会的勢力との
関係遮断を遂行するための体制をとる。ま
た、取引先については、取引開始時及び必
要の都度、反社会的勢力でないことを確認
する。

ロ．当社は、グループ各社とともに、反社会的勢
力には毅然とした対応をするが、反社会的
勢力又は反社会的勢力の疑いがある者との
接触が生じた場合には、速やかに警察当局
及び顧問弁護士等に通報・相談して、社会
的非難を受けることがないように適切に対
応する。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①当社及びグループ会社の取締役・従業員の職務の
執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
イ．当社及びグループ各社の取締役（当社の上席
執行役員を含む。以下同じ。）及び従業員
（執行役員を含む。以下同じ。）は、業務遂行
にあたり社会的責任を深く自覚し、関係法
令・定款・会社規程を遵守するとともに、社
会倫理に適合した行動をすべく「八洲グルー
プ行動規範」を定め、社内イントラネットに
掲載しているほか、コンプライアンスに関す
る小冊子を作成して取締役・従業員全員に配
布することにより、コンプライアンス意識の
啓発に努めております。

ロ．当社の業務執行取締役及び社外取締役１名並
びに主要グループ会社社長をメンバーとする
コンプライアンス委員会(委員長:当社代表取
締役社長)を半期に1回開催し、当社及びグ
ループ会社のコンプライアンス活動の進捗状
況を確認・審議し、コンプライアンス諸施策
の向上を期しております。

ハ．内部通報制度については、「内部通報規程」
に基づき、グループ会社を含めた社内通報窓
口（当社監査等委員会を含む。）と社外通報
窓口(指定弁護士事務所)を設置し、通報者が
利用しやすい環境を整え、通報案件に適切に
対応するとともに、通報者の保護にも特段の
配慮をしております。

ニ．コンプライアンス推進年度計画に基づき、年
間教育スケジュールを定め、全従業員を対象
とした教育研修を実施しており、今後も継続
していく考えです。

ホ．監査部が、年間監査計画に基づき、当社及び
グループ会社を対象に法令・定款・会社規程
等の遵守状況を監査しており、その監査結果
に基づく改善措置等のフォローアップを実施
することで、業務改善の実効性確保に注力し
ております。

②当社取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び
管理に関する体制
取締役会、経営会議等取締役が出席した重要会
議に関する資料及び議事録、取締役が職務執行に
関して決裁した稟議書等の各種文書について、
「文書管理規程」に基づき、総務本部にて安全か
つ適切に保存・管理しております。
③当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関す
る規程その他の体制
イ．リスク管理を適切に行うため、「リスク管理

規程」及び「危機管理細則」を制定し、半期
ごとに開催するリスク管理委員会(委員長：
当社代表取締役社長)にて、対応すべきリス
クの抽出、対策、効果の確認を検証しており
ます。

ロ．BCP(事業継続計画)の効果的運用を図るた
め、定期的な点検・見直し及び教育・訓練を
毎年実施しております。

④当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行が
効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社及びグループ各社は、それぞれ定例取締
役会を原則月1回開催するほか、必要に応じ
て臨時取締役会を開催し、業務執行に関する
重要事項を審議・決定するとともに、各取締
役の定期的な業務執行状況の報告等を通じ
て、相互に取締役の職務執行を監督しており
ます。

ロ．2021年６月度取締役会にてNEW中期経営
計画（2020年度～2024年度）を見直し、
重点施策・組織体制を定め、推進しておりま
す。
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⑤当社グループ会社における業務の適正を確保する
ための体制
当社からグループ各社に対し取締役・監査役を
派遣し、適正な業務執行を監督するとともに、当
社監査部による内部監査の実施、グループ戦略会
議等グループ会社との定例会議の開催、当社主催
のコンプライアンス教育・研修会開催等を実施し
ております。

⑥当社グループ会社の取締役等の職務の執行に係る
事項の当社への報告に関する体制
イ．当社取締役会や経営会議及びグループ戦略会

議等グループ会社との定例会議等にて定期的
に各グループ会社から報告を受けておりま
す。

ロ．グループ各社でのその他重要事項があった場
合は、当該グループ会社社長が当社代表取締
役社長並びに関係取締役へ都度報告しており
ます。

⑦当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び
従業員に関する事項
当社監査等委員会から、その職務を補助すべき
取締役が必要との要請を受けていないため、当該
取締役は設置しておりません。また、監査等委員
会の職務を補助すべき専属部署として、監査等委
員会の直轄下に監査等委員会業務課を設置した体
制を整えております。

⑧前項の取締役及び従業員の当社取締役（監査等委
員である取締役を除く。）からの独立性に関する
事項
前項の取締役は、該当事項がありません。ま
た、前項の従業員は、監査等委員会の指示命令で
職務を行なっており、当該従業員の異動・評価に
ついては、監査等委員会に意見聴取し、事前の同
意を得ております。なお、懲戒処分事案はありま
せんでした。

⑨第７項の当該従業員に対する指示の実効性の確保
に関する事項
監査等委員である取締役の執務場所と同じ職場

に常駐し、監査等委員会又は監査等委員の指示命
令に従い、職務を行なっております。 また、監
査等委員会が監査等委員会業務課に所属する従業
員以外の従業員の補助が必要であると判断した際
には、監査等委員会が都度当該従業員の所属する
部署の担当取締役に要請し、当該取締役は速やか
に当該従業員に対して監査等委員会の職務を補助
すべき旨を指示しております。
⑩当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役
及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が
当社監査等委員会に報告をするための体制
当社取締役会にて「取締役会規程」に則り、毎
月所定事項を報告しているとともに、監査等委員
会からその職務の執行に係る報告を求められた場
合は、関係部門より随時報告しております。
⑪前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
当社は、グループ会社も含めた取締役、従業員

及びグループ会社監査役に対し、当社監査等委員
会に報告を行なったことにより、不利な取扱いを
行なうことを禁止しており、万が一そのような事
象が発見された場合は、直ちにその行為を中止さ
せるとともに、不当行為当事者へは、就業規則に
従い懲戒処分することとしています。
⑫当社監査等委員会及び監査等委員の職務の執行に
ついて生ずる費用等の処理にかかる方針に関する
事項
監査等委員からの職務執行（監査等委員会の職

務の執行に関するものに限る。）に係る費用請求
については、毎年一定額の予算を計上しており、
監査等委員からの職務の執行について生ずる費用
の請求については、当社が監査等委員会の職務の
執行に必要ではないと証明した場合を除き、適切
なものと判断して処理しております。
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⑬その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われ
ることを確保するための体制
イ．監査等委員会が十分な監査を実施しうる環境

を整えるために、業務執行に係る重要書類を
選定監査等委員が常に閲覧できる体制を整え
ております。

ロ．監査等委員は取締役会に出席するほか、監査
等委員である社外取締役1名がコンプライア
ンス委員会、リスク管理委員会に出席し、ま
た、その他の重要な会議等の審議状況・結果
等については、業務執行取締役等出席者から
必要な情報を受けております。

ハ．監査等委員会及び監査等委員は、代表取締役
社長、関係業務執行取締役又は会計監査人と
定期的な情報交換を行い、取締役の職務執行
の監査及び内部統制の状況について確認をし
ております。

⑭反社会的勢力との関係を遮断するための体制
当社及びグループ各社は、「八洲グループ行動
規範」に基づき、反社会的勢力とは一切の関係を
持たない体制をとっておりますが、反社会的勢力
との接触が生じた場合は、直ちに所轄の警察署の
指導、顧問弁護士への相談、コンサルティング会
社の助言等を受け、毅然たる態度で要求を拒否す
ることとしております。なお、今年度において
は、該当事案は発生しておりません。

（３）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し、収益性、成長性、安全性、企業

体質の強化を考慮しつつ、安定的な配当の継続維持を目指してまいります。
この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、2022年５月13日開催の取締役会の決議によ

り、１株当たり22円と決定させていただきました。
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２．連結株主資本等変動計算書 （2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 1,585 1,050 19,632 △458 21,810
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △425 △425
親会社株主に帰属する当期純利益 1,527 1,527
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 1 33 34
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 － 1 1,101 33 1,136
当 期 末 残 高 1,585 1,051 20,734 △424 22,946

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 423 △484 △60 219 21,969
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △425
親会社株主に帰属する当期純利益 1,527
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 34
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） △69 26 △42 △16 △58
当 期 変 動 額 合 計 △69 26 △42 △16 1,077
当 期 末 残 高 354 △457 △103 202 23,046
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３．連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 ９社
連結子会社の名称
八洲ファシリティサービス㈱、八洲産機システム㈱、八洲制御システム㈱、
八洲環境エンジニアリング㈱、八洲情報システム㈱、㈱中国パワーシステム、
㈱西日本パワーシステム、八洲プラント建設㈱、八洲ビジネスサポート㈱
なお、八洲制御システム㈱は、2021年６月１日付でヤシマコントロールシステムズ㈱から商号変更し

ており、八洲プラント建設㈱は、2021年７月１日付で㈱三陽プラント建設から商号変更しております。
また、八洲環境エンジニアリング㈱と八洲情報システム㈱は、2022年４月１日付で八洲環境エンジニ

アリング㈱を存続会社とする吸収合併を行い、八洲ＥＩテクノロジー㈱へ商号変更しております。
（２）非連結子会社の名称等

該当事項はありません。
（３）議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかった会社等の名称等

該当事項はありません。
（４）支配が一時的であることと認められること等により、連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関

する事項
該当事項はありません。

（５）開示対象特別連結子会社に関する事項
該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称

該当事項はありません。
（２）持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等

該当事項はありません。
（３）議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等のうち関連会社と

しなかった会社等の名称等
該当事項はありません。

（４）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
該当事項はありません。
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３．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
イ．満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）
ロ．その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
イ．商品

総平均法
ロ．原材料

最終仕入原価法
ハ．未成工事支出金

個別法
ニ．仕掛品

個別法
（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、1998年

４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によっておりま

す。
②無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウエア（自社利用）については、主として社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
③長期前払費用
均等償却によっております。
なお、主な償却期間は５年です。
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（３）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（４）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ

り費用処理しております。
②のれんの償却方法及び償却期間
６年間で均等償却しております。

③収益及び費用の計上基準
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の

時点）は以下のとおりであります。
商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品それぞれを引き渡した時点又は顧客が検収した時点

で収益を認識しております。ただし、当該国内販売の一部については、出荷時から当該商品及び製品の支配
が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。これら
は、当該時点が商品及び製品の法的所有権、物理的占有、所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移
転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。なお、商品の販売
のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と
交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。取引の対
価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度

に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想
される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に
履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、
一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。取引の対
価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
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④連結納税制度の適用
当社及び一部連結子会社は当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。

⑤連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することと

なります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報
告第39号2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につ
いて、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並び

に税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）を適用する予定であります。

（会計方針の変更に関する注記）
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。当社及び国内連結子会社
は、従来は請負工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、
それ以外の工事には工事完成基準を適用しておりました。これを当連結会計年度より、一定の期間にわたり
充足される履行義務は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に
基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の
見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。また、契約にお
ける取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については
代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認
識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示し

ていた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示
し、また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示する
こととしました。
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「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当連結会計年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
会計基準第10号2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はあ
りません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行

うこととしました。

（表示方法の変更に関する注記）
連結貸借対照表
前連結会計年度において、「有形固定資産」の「その他」に含めておりました「機械装置及び運搬具」（前連結

会計年度59百万円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度より区分掲記しております。

（会計上の見積りに関する注記）
１．貸倒引当金
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

貸倒引当金 2百万円
貸倒引当金繰入額 △0百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。また、売上債権の区分においては、販売先
の財務指標等の定量的な要因に加えて、地域性や業界動向等の定性的な要因に関連する情報も考慮しており
ます。その際、信用リスクが相対的に高いと認められる一部の販売先については、新型コロナウイルス感染
症の影響により信用情報等の適時な入手が困難な状況にあることから、売上債権の区分には経営者による判
断を伴います。
また、貸倒懸念債権等特定の債権に関する回収可能性の評価については、販売先の財政状態や経営成績、

債務の弁済状況等を考慮して行うものであり、経営者による判断を伴います。
貸倒引当金の計上に関しては、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりますが、景気の動向等によって
は、貸倒引当金の積み増しを要する事態が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼ
す可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保資産及び担保付債務
（１）担保資産

建物 2,543百万円
土地 29百万円
合計 2,573百万円

（２）担保付債務
支払手形及び買掛金 1,250百万円

２．資産から直接控除した減価償却累計額 2,046百万円
３．包括代理受注契約に基づく取引残高

未収入金 1,619百万円
未払金 1,792百万円
包括代理受注契約とは、請負者の代理人として契約する取引であります。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 21,782,500株 －株 －株 21,782,500株
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２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2021年５月14日
取締役会 普通株式 425 20.00 2021年３月31日 2021年６月４日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2022年５月13日
取締役会 普通株式 利益剰余金 469 22.00 2022年３月31日 2022年６月３日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、短期的な預金や格付の高い債券等に限定し、また、資金調達につ
いては銀行借入による方針です。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額が僅少であります。有価証券
及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変
動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。短期借入金

は、主に営業取引に係る資金調達であります。
（３）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、調査部門が各得意先の信用状態に関する資料を集中管理し、取引上の参考
に資するとともに必要事項を関係部署に伝達することにより、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握
や軽減を行っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っており
ます。
満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
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②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把

握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的
に見直しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リ

スクを管理しております。
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。

（５）信用リスクの集中
該当事項はありません。

２．金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。な
お、市場価格のない株式等は、次表には含まれていません（(注２)を参照ください）。

（単位：百万円)
連結貸借対照表
計上額 時価 差額

(１)有価証券及び投資有価証券
①満期保有目的の債券 100 100 －
②その他有価証券 2,232 2,232 －

資産計 2,332 2,332 －
(１)長期借入金 230 227 △2

負債計 230 227 △2
（注）「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未収入金」

「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似するものであることから、注記を省略しております。
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（注１） 有価証券に関する事項
(１)有価証券及び投資有価証券

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
① 満期保有目的の債券における種類ごとの連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の
とおりであります。なお、当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

(単位：百万円）

区分 連結貸借対照表
計上額 時価 差額

時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの
国債・地方債等 － － －
社債 100 100 －

合計 100 100 －
② その他有価証券の当連結会計年度の売却額は142百万円であり、売却益の合計額は95百万円で
あります。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、連結貸借対照表計
上額及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円）

種類 連結貸借対照表
計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
株式 1,078 467 610

小計 1,078 467 610
連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
株式 149 244 △95
債券 1,004 1,024 △20

小計 1,153 1,269 △115
合計 2,232 1,737 494
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（注２）市場価格のない株式等
(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 0

これらについては、「②その他有価証券」には含めておりません。

（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

１年以内 １年超
５年内

５年超
10年以内

現金及び預金 11,450 － －
受取手形 560 － －
売掛金 16,356 － －
電子記録債権 4,425 － －
未収入金 1,966 － －
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券（国債・社債） － － 100

合計 34,759 － 100

（注４） 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位：百万円)

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

短期借入金 990 － － －
長期借入金 60 60 60 50

（注）その他の有利子負債の長期預り保証金については、取引先と当社との間で債権等の弁済を担保す
るため返済期限が定まっておりません。
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(１)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産

（単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
(１)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 1,228 － － 1,228
社債 － 1,004 － 1,004

資産計 1,228 1,004 － 2,232
(２)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
(１)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券 － 100 － 100

資産計 － 100 － 100
(１)長期借入金 － 227 － 227

負債計 － 227 － 227
（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活
発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の金額的重要性が低いため、記載を省略しております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント

合計プラント
事業

産業・交通
事業 計

商品売上高 11,812 33,684 45,496 45,496

工事売上高 3,980 10,561 14,541 14,541

顧客との契約から生じる収益 15,792 44,246 60,038 60,038

外部顧客への売上高 15,792 44,246 60,038 60,038

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「３．会計方針に関する事項（４）その他連結計算書類の作成の

ための重要な事項③収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(１)契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 23,057 21,342

契約資産 1,156 1,746

契約負債 4,577 1,662
契約資産は、工事契約について、期末日時点で完了しているが未請求の履行義務に係る対価に対する当社及

び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件
になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該履行義務に対する対価は、主として１年
以内に受領しております。
契約負債は、顧客から受け取った分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り

崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、3,970百万円で

あります。
過去の期間に部分的に充足した履行義務に関して、当連結会計年度に認識された収益の額に重要性はありま

せん。

(２)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）
当連結会計年度

１年以内 28,027
１年超 16,126

合計 44,153

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,070円92銭
２．１株当たり当期純利益 71円63銭
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（重要な後発事象に関する注記）
連結子会社間の吸収合併

当社は、2021年11月17日開催の取締役会において、2022年４月１日を効力発生日として、当社の連
結子会社である八洲環境エンジニアリング㈱を存続会社とし、同じく当社の連結子会社である八洲情報シ
ステム㈱を消滅会社とする合併を行うことの承認を決議し、2022年４月１日に実施しております。
１．合併の目的
産業界のみならず社会全体において「地球温暖化防止」への対応が強く求められており、CO2削減や

カーボンニュートラルに関連した取り組みが企業にとって重要な課題となっています。また、IoTやAIに
よる「モノと情報の融合」が急速に進んでおり、お客様のニーズが多様化しています。この２つの要素
は、企業が提供する付加価値の重要な要素となっており、お客様の多様化するニーズに対応することが今
後の企業発展に向けて軽視できない事業環境となっています。
八洲電機グループにおいては、環境配慮ビジネスを推進する八洲環境エンジニアリング㈱と情報・通信
ビジネスを推進する八洲情報システム㈱の経営資源を融合し、この課題に対応していくことにより、今後
お客様のニーズにお応えしていくことが必要となります。このため、八洲環境エンジニアリング㈱と八洲
情報システム㈱を合併し、両社の保有する営業力・技術力・ソリューション力を統合し、体制の強化を図
ってまいります。八洲環境エンジニアリング㈱が持つ環境技術と、八洲情報システム㈱が持つ情報技術を
融合させ、工事・保守のみならず、より高度な運用・データ分析・管理・運転制御等を含めたワンストッ
プのサービスを展開し、お客様のニーズに即したソリューションの提供等、新しいビジネスを創出し、事
業規模拡大及び収益力の強化を図るべく、合併することとしました。
２．合併の方式
八洲環境エンジニアリング㈱を存続会社、八洲情報システム㈱を消滅会社とする吸収合併方式です。
３．結合後企業の名称
八洲ＥＩテクノロジー㈱
４．合併に係る割当ての内容
本合併は、当社の100%子会社間の合併であるため、株式その他の金銭の割当てはありません。
５．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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４．株主資本等変動計算書 （2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金 資本剰余金合計 利益

準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産
圧縮積立金

別途
積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,585 1,037 － 1,037 203 882 4,834 9,592 15,512
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △425 △425
当 期 純 利 益 1,192 1,192
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 1 1
固定資産圧縮積立金の取崩 △15 15 －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）
当 期 変 動 額 合 計 － － 1 1 － △15 － 782 766
当 期 末 残 高 1,585 1,037 1 1,038 203 866 4,834 10,374 16,278

（単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △458 17,676 405 405 18,081
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △425 △425
当 期 純 利 益 1,192 1,192
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 33 34 34
固定資産圧縮積立金の取崩 － －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） △32 △32 △32
当 期 変 動 額 合 計 33 801 △32 △32 768
当 期 末 残 高 △424 18,477 372 372 18,850
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５．個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

①商品
総平均法

②未成工事支出金
個別法

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

定率法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、1998年

４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によっておりま

す。
（２）無形固定資産

定額法によっております。
なお、ソフトウエア（自社利用）については、主として社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
（３）長期前払費用

均等償却によっております。
なお、主な償却期間は５年です。
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３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の

時点）は以下のとおりであります。
商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しておりま

す。ただし、当該国内販売の一部については、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が
通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。これらは、当該時点が商品の法的所有
権、物理的占有、所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受け
る権利を得ていると判断できるためであります。なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断
したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除
した純額を収益として認識しております。取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領
しており、重大な金融要素は含んでおりません。
工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度

に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想
される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に
履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、
一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。取引の対
価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけ
るこれらの会計処理の方法と異なっております。

（２）連結納税制度の適用
当社は当事業年度から連結納税制度を適用しております。

（３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所

得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度か
らグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号2020年３月
31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税

効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関
する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）を適用する予定であります。

（会計方針の変更に関する注記）
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。当社は、従来は請負工事契約
に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事
完成基準を適用しておりました。これを当事業年度より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間
がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわ
たり認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価
に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。また、契約における取引開始日から完全に履
行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一
定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
また、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流
動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。
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「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計
基準第10号2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行

うこととしました。

（表示方法の変更に関する注記）
該当事項はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
１．貸倒引当金
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

貸倒引当金 1百万円
貸倒引当金繰入額 △0百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）１．貸倒引当金」に記載した内容と同一であります。
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（貸借対照表に関する注記）
１．担保資産及び担保付債務
（１）担保資産

建物 2,543百万円
土地 29百万円
合計 2,573百万円

（２）担保付債務
買掛金 1,250百万円

２．資産から直接控除した減価償却累計額 1,092百万円
３．偶発債務
関係会社の支払債務に対して債務保証を行っております。
八洲産機システム㈱ 4,520百万円

４．関係会社に対する金銭債権又は債務
短期金銭債権 260百万円
短期金銭債務 1,582百万円

５．包括代理受注契約に基づく取引残高
未収入金 682百万円
未払金 855百万円
包括代理受注契約とは、請負者の代理人として契約する取引であります。

（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引(収入分) 355 百万円
営業取引(支出分) 6,604 百万円
営業取引以外の取引(収入分) 501 百万円
営業取引以外の取引(支出分) －百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 487,681株 55株 35,997株 451,739株
（変動事由の概要）
単元未満株式の買取による増加 55株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 35,997株
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（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 20百万円
賞与引当金 151百万円
退職給付引当金 128百万円
未払費用 23百万円
その他 96百万円
繰延税金資産小計 420百万円
評価性引当額 △24百万円
繰延税金資産合計 395百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △386百万円
その他有価証券評価差額金 △148百万円
繰延税金負債合計 △535百万円
繰延税金資産純額 △139百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.89％
評価性引当額 △0.03％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △9.75％
住民税均等割等 0.93％
その他 △0.12％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.54％
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（関連当事者との取引に関する注記）

属性 名称
議決権の数 当社と

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高所有
割合

被所有
割合

連結子会社 八洲産機システム㈱ 100.0％ －％ 産機製品等の仕入
役員の兼任

仕入債務に対
する債務保証 4,520百万円 － －

産機製品の
仕入等
（注）３

4,837百万円
買掛金 25百万円

未払金 992百万円

連結子会社 八洲環境
エンジニアリング㈱ 100.0％ －％

空調設備工事等
の発注
役員の兼任

資金の貸付
（注）１

474百万円
（注）２

関係会社
短期貸付金 537百万円

連結子会社 八洲制御システム㈱ 100.0％ －％ 電気機器等の仕入
役員の兼任

資金の貸付
（注）１

1,362百万円
（注）２

関係会社
短期貸付金 240百万円

関係会社
長期貸付金 1,044百万円

連結子会社 八洲プラント建設㈱ 100.0％ －％ 受変電設備工事等
の発注

資金の貸付
（注）１

395百万円
（注）２

関係会社
短期貸付金 370百万円

関係会社
長期貸付金 82百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金（貸付金及び借入金）について市場金利を勘案し利率を合理的に決定しております。

２．資金の貸付及び借入にかかる取引金額については、期中平均残高を記載しております。
３．産機製品の仕入等の取引条件は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
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（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に関する注記）」

に記載した内容と同一であります。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 883円73銭
２．１株当たり当期純利益 55円94銭

（重要な後発事象に関する注記）
連結子会社間の吸収合併

当社は、2021年11月17日開催の取締役会において、2022年４月１日を効力発生日として、当社の連
結子会社である八洲環境エンジニアリング㈱を存続会社とし、同じく当社の連結子会社である八洲情報シ
ステム㈱を消滅会社とする合併を行うことの承認を決議し、2022年４月１日に実施しております。
その他の情報については、「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）」に記載した内容と同一であり

ます。

（その他の注記）
該当事項はありません。

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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